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令和 ３年１月 15日 

１ 件 名 コロナに負けない！あつぎ中小企業応援交付金（第2弾）について 

２ 概 要 

緊急事態宣言の発令を受け、市内企業に対する事業継続の支援とし

て、あつぎ中小企業応援交付金（第 2弾）を実施する。 

 

事業費  4億6,600万円 

支援内容 ①売上げ減少への支援、②時短営業要請への協力支援 

③テレワーク導入の支援 

対象   市内中小企業 

 

① 売上げ減少への支援  一律10万円 

令和２年 12 月または令和３年１月の売上げが、前年同月の売上

げに比べ 15％以上減少している事業所等に、一律 10万円を交付。 

  (※複数店舗を営んでいる場合は、店舗ごとに対象) 

② 時短営業要請協力への支援  

令和３年１月12日から２月７日までの間で 10日間以上、営業時

間を20時まで時短した事業所に交付。 

（1）県対象以外の事業所等（下記（2）以外） 一律15万円 

  ・感染拡大防止のために時短営業をしている事業所等が対象。 

（2）県の時短営業要請に協力している事業所等 一律 5万円 

  ・飲食店、カラオケ店が対象。 

(※複数店舗を営んでいる場合は、店舗ごとに対象) 

③ テレワーク導入への支援  補助率1/4（上限 15万円） 

令和３年１月７日から３月 31 日までに、新たにテレワークを導

入した企業に、導入費用の 1/4（上限15万円）を補助。 

 

３ 

ＰＲしたい

内容、セール

スポイント、

前回との違

い等 

・飲食店だけでなく、全ての事業者を対象とすることで、広く地域経

済を支援する。 

・県の時短営業要請以外の事業者に対しても交付することで、時短営

業の裾野を広げ、感染拡大防止の効果を高める。 

・県の「テレワーク導入促進事業費補助金（導入費用の3/4・上限40

万円）」を協調補助することで、導入の負担をさらに軽減する。 

・令和3年厚木市議会第1回会議に、一般会計補正予算（第 16号）と

して議案提出している（事業の実施は議決後に確定する）。 

４ 添付資料 コロナに負けない！あつぎ中小企業応援交付金（第 2弾）の概要 

５ 問合せ先 
部課名 産業振興部 産業振興課 課長 小宮 和茂 

電 話 （０４６）２２５－２８３０ 
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